
※件数は記号の⼤きさに⽐例

旭川河川事務所管内

ゴミMAP ⽐ 布 町

東 川 町

美 瑛 町

東神楽町

旭 川 町

鷹 栖 町

スノーダンプ等

廃タイヤ

廃タイヤ

家庭ゴミ(空缶他)

家庭ゴミ(金庫)

家電ゴミ(テレビ)

不法投棄は犯罪です。
「５年以下の懲役若しくは、１,０００万円以下の罰金に処し、またはこれ

らを併科する。」
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条）

何人も、みだりに次の行為をしてはならない。
「河川区域内の土地に土砂又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若

しくは廃物を捨て、又は放置すること。」
＜罰則＞ ３か月以下の懲役または20万円以下の罰金

（河川法施⾏令第１６条の４）

不法投棄防止に向けた取り組み
旭川河川事務所では河川パトロールやカメラによる監視を⾏っています。
悪質な不法投棄を確認した際は、警察等と連携を図り、厳正に対処します。

不法投棄物は皆さまの税⾦によって処理されています。川にごみを捨てる
のは絶対にやめましょう。

令和6年度の不法投棄件数

旭川開発建設部 〒079-8411 旭川市永山1条21丁目3番21号

旭川河川事務所 TEL 0166-48-2131

（全件数２２８件）

家庭ゴミ
191件

粗⼤ゴミ13件
家電ゴミ 9件

廃⾞機械ゴミ6件産業廃棄ゴミ5件
その他のゴミ 4件

家庭ゴミ

産廃機械ゴミ等 自転車等

産廃ゴミ(木材等)

産廃ゴミ

産廃ゴミ(フレコン)

散乱ゴミ(土嚢袋等)

家庭ゴミ

自転車

産廃ゴミ(ﾌﾚｺﾝ等)


